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○南城市都市公園条例施行規則 

平成１８年１月１日 

規則第１０８号 

改正 令和３年１月７日規則第４号 

令和３年３月３１日規則第３１号 

令和３年９月３０日規則第４８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南城市都市公園条例（平成１８年南城市条例第１２５号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（行為許可申請書） 

第２条 条例第７条第１項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の３日

前までに公園内行為許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ パークゴルフ場の利用については、券売機の利用券の提示をもって申請を省略すること

ができる。 

（令３規則４・一部改正） 

（公園施設の設置又は管理許可申請書） 

第３条 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手開始の日の１５日前までに

公園施設設置許可申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の１５日前までに公園施設

管理許可申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（有料公園施設利用許可申請書） 

第４条 条例第１０条第３項の規定により有料公園施設の利用許可を受けようとする者は、

利用の３日前までに有料公園施設利用許可申請書（様式第４号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（令３規則４・一部改正） 

（有料公園施設の利用時間及び休場日） 

第５条 有料公園施設の利用時間及び休場日は、次の各号に定めるところによる。 

ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（１） 利用時間 午前８時３０分から午後１０時まで 

（２） 休場日 毎週月曜日及び特別の理由により市長が休場を必要と認めた日 

（占用許可申請書） 
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第６条 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園の占用の許可を受

けようとする者は、工事着手の日の１５日前までに公園占用許可申請書（様式第５号）を

市長に提出しなければならない。 

（許可変更申請書） 

第７条 条例第７条第１項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用

の許可を受けた者は、その後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ第

２条から第４条まで及び前条の規定に準じて、速やかに許可変更申請書（様式第６号）を

市長に提出しなければならない。 

（令３規則４・一部改正） 

（許可書） 

第８条 市長は、第２条から第４条まで、第６条及び前条の申請に対し許可したときは、公

園内行為許可書（様式第７号）を交付する。 

２ パークゴルフ場の利用については、券売機の利用券の受領をもって許可したものとする。 

（令３規則４・一部改正） 

（使用料の計算方法） 

第９条 使用料の計算方法は、次に定めるところによる。 

（１） １時間を単位として定めてある場合は、１時間未満の端数は１時間とみなす。 

（２） １日を単位として定めてある場合は、１日未満の端数は１日とみなす。 

（３） １月を単位として定めてある場合において、利用期間に端数を生じたときは、そ

の日数に応じて、日割計算により算定する。 

（４） １平方メートルを単位として定めてある場合は、１平方メートル未満の端数は１

平方メートルとみなす。 

（５） １メートルを単位として定めてある場合は、１メートル未満の端数は１メートル

とみなす。 

（使用料の減免） 

第１０条 条例第１６条第４項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に行うものとする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）の規定による学校又は幼稚園若しくは保育所等が教育上の目的で利用するとき。 

（２） 政府、地方公共団体又は公共団体が、公用若しくは公益のために利用し、又は占

用するとき。 
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（３） その他市長が特に必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書（様式

第８号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、使用料の減免を許可したときは、公園使用料減免許可書（様式第９号）を交付

する。 

（令３規則４・一部改正） 

（使用料の還付） 

第１１条 条例第１６条第５項の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に行うものとする。 

（１） 市長が条例第１７条第２項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。 

（２） 不可抗力により、都市公園を利用できなくなったとき。 

（３） 都市公園の利用又は占用開始の日の５日前までに、許可の取消しを申し出たとき。 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書（様式第

１０号）を市長に提出しなければならない。 

（令３規則４・一部改正） 

（届出） 

第１２条 条例第２０条の規定による届出は、届書（様式第１１号）によらなければならな

い。 

（令３規則４・一部改正） 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読み替え） 

第１３条 条例第２２条第２項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第

２条、第４条から第５条まで、第７条から第８条まで、及び第１０条から第１１条までの

規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第１号、様式第４号、様式第

６号から様式第７号まで、及び様式第８号から様式第１０号までの規定中「市長」とある

のは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（令３規則３１・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐敷町都市公園条例施行規則（平成９年佐
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敷町規則第７号）又は大里村都市公園条例施行規則（平成３年大里村規則第４号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則（令和３年１月７日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第３１号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月３０日規則第４８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、

所要の調整をして使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

様式第９号（第１０条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

（令３規則３１・全改、令３規則４８・一部改正） 

様式第１１号（第１２条関係） 

（令３規則４８・一部改正） 

 


